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■地区計画の届出とは 
 

地区計画の区域内で建築物を建てたり、土

地の区画形質の変更をする場合などは、工事

の着手の３０日前までに区へ届出をしてい

ただきます。もし、届出の内容が地区計画に

適合しない場合は、区長が地区計画に適合す

るように勧告を行います。 

届出が必要な行為については、Ｐ２～Ｐ３

をご覧ください。 

また、建築物等に関する制限事項のうち、

一部の項目については、建築基準法に基づく

条例を制定していますので、条例に適合しな

い建築計画は、建築確認はされず、建築物は

建築できません。 

杉並区内で地区計画が定められている地

区は、下表のとおりです。 

 
 ■地区計画が定められている地区の一覧 

地 区 

計 画 届出の手引き 

青梅街道 

西武新宿線 

中央線 

京王井の頭線 

京王線 

環八通り 

環七通り 

１ 
３ 

４ 

５ 

６ 
７ 

２ 

■杉並区で地区計画が定められている地区の位置 

N 

８ 

９ 

 
地区計画の名称 告示番号 

問合せ先・届出先 

03-3312-2111（代表） 

 東京都市計画蚕糸試験場跡地周辺地区地区計画 
昭和５８年９月５日 

杉並区告示第２０８号 

市街地整備課地区計画係 

 東京都市計画気象研究所跡地周辺地区地区計画 昭和５９年３月２１日 

杉並区告示第４７４号 

 東京都市計画宮前二丁目地区地区計画 平成４年５月１８日 

杉並区告示第９０号 

 東京都市計画大田黒公園周辺地区地区計画 
平 成 8 年 １ 月 ５ 日 

杉並区告示第４６７号 

 東京都市計画高井戸東一丁目地区地区計画 
平成１８年１月２３日 

杉並区告示第４８号 

 東京都市計画荻窪三丁目地区地区計画 
平成１９年１２月１９日 

杉並区告示第８０５号 

 東京都市計画成田東四丁目地区地区計画 
平成２１年６月２２日 

東京都告示第９４７号 

 東京都市計画宮前三丁目地区地区計画 
平成２３年１２月２８日 

杉並区告示第８６３号 

 東京都市計画玉川上水・放射５号線周辺地区地区計画 
平成２９年３月６日 

杉並区告示第７７１号 

 東京都市計画阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画 
令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 

杉並区告示第８１８号 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８

 ９

 

※ 上表以外に、沿道地区計画（杉並区環七沿道地区計画、杉並区環状八号線沿道地区計画）が定められています。 
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■届出の必要な行為 
 

地区計画の区域内で届出を必要とする行為は次のとおりです。 

 

届出を必要とする行為 届出が必要な区域 

土地の区画形質の変更 
（切土・盛土等、道路・宅地の造成など） 全域 

建築物の建築、工作物の建設 全域 

建築物等の用途の変更 用途の制限が定められている区域 

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 
形態又は色彩その他の意匠の制限が 
定められている区域 

＊土地の区画形質の変更を行う場合、都市計画法第 29 条の許可を必要とする行為については、

届出は不要です。 

また、上記に記載する行為であっても、仮設建築物の建築等一定の行為については届出が不要

な場合があります。 

 

■届出の手続きの流れ 
地区計画の届出から行為の着手までのおおまかな手続きの流れは以下のとおりです。 

工事の着手３０日前までに建築確認申請に先立ち、届出が必要になります。 
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●地区計画の届出のほかに事前協議・届出等が必要な場合には、所定の手続きを行ってください。 

建築確認申請が 

不要な行為の場合 

不適合 

適合 

認

定

の

申

請 

認

定 

届出をする方で 

認定を受ける場合 
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■届出に必要な書類 
 

地区計画の届出をする際に必要な書類は次のとおりです。 

①地区計画の区域内における行為の届出書 

届出用紙は杉並区公式ホームページからダウンロードできます。 

・トップページ ＞ まちづくり・環境 ＞ 都市整備 ＞ まちづくり ＞ まちづくりに関連するルール  

＞ 地区計画、沿道地区計画  

・杉並区公式 HP＞検索メニュー＞ページ ID 検索＞「1862」で検索出来ます。 

②添付書類 

行為の種別により、①の届出書に下表の図面を添付し、正本・副本（計 2 部）を届出ください。 
  

行為の種別 図面の種類 縮尺 備考 

土地の区画形質の変更 

● 案内図  
 

● 区域図 

（公共施設配置図） 
１／１，０００以上 

● 設計図 １／１００以上 

建築物の建築 

工作物の建設 

建築物等の用途の変更 

● 案内図  
※玉川上水・放射 5

号線周辺地区地区計

画または阿佐ヶ谷駅

北東地区地区計画の

届出をする方は、着

色立面図（4 面以上）

の提出が必要です。 

 

・着色立面図は外観

（外壁、屋根、手す

り、建具等立面に見

える物すべて）に使

用する色彩マンセル

値を記入ください。

強調色使用の場合

は、各立面の見附に

対する強調色の割合

を記入ください。 

 

・着色立面図は立面

図を兼ねることがで

きます。 

● 配置図 １／１００以上 

● 立面図（２面以上）※ １／５０以上 ★ 

● 各階平面図 １／５０以上 ★ 

建築物等の形態又は 

色彩その他の意匠の変更 

● 案内図  

● 配置図 １／５０以上 ★ 

● 立面図（２面以上）※ １／５０以上 ★ 

★印の図面は１／１００でも可 

 

○ 上記の図書のほかに、必要に応じて参考となる図書を提出していただくことがあります。 

○ かき又はさくについては、高さ及び構造を記入した配置図を提出してください。 

○ 建築物の高さの最高限度が定められている区域で建築物の建築をする場合は、建築物の高さを記入 

した立面図又は断面図を提出してください。 

○ 緑化率の最低限度が定められている区域で建築物の建築をする場合は、緑化施設の面積算出に必要 

となる緑化施設区分に応じた内容を記入した配置図を提出してください。 

○ 図面には設計者の記名をしてください。 

○ 図面は、A4 に折り、①の届出書にホチキス等でとめてください。 

○ 届出後に、届出者及び計画等の変更がある場合は、ご相談ください。 
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問い合わせ先： 杉並区都市整備部市街地整備課  区役所西棟３階       

〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1   電話 03-3312-2111(代) 

 

■届出書の書き方 

届出書の記入は、以下を参考にしてください。 
 

 

 

 


